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自
立
支
援
医
療
な
ど
の�

更
新
手
続
き�

成
人
式
は�

来
年
1
月
7
日
　
開
催�

下
水
道
に�

接
続
を
お
願
い
し
ま
す�

（日）�

水道局からのお知らせ�

■問合せ　水道課　10265（22）4511　内線5271

　去る6月19日、市内銀座の水道本管布設替工事中の事故では、水道
の断水と濁り水により市民の皆さんに大変ご迷惑をおかけしました。�
長時間ご不便をおかけしたことなど深くお詫びいたします。�
　今後、事故の再発防止に努めますので、ご理解いただきますよう�
お願いいたします。�
　また、給水活動などにご協力いただきました市民の皆さんには、�
厚くお礼申し上げます。�

　通常の水道利用では問題ありませんが、長い間家を留守にしたときや、

朝一番の水道水は、給水管内に長時間滞留しているため、給水管に鉛管

が使用されているご家庭などでは、ごくわずかの鉛が溶け出すことがあ

ります。�

　念のため、朝一番の水（バケツ1杯分程度）は、洗濯など飲み水以外の用

途にご使用くださるようお願いします。�

　平成4年度以降に給水管を新設または改造したご家庭などでは、鉛管

は使用されていません。�

水道事故による断水などのお詫び�

水道水の使用についてのお願い�

水道事故による断水などのお詫び�

水道水の使用についてのお願い�

▼
問
合
せ�

　
飯
田
市
公
民
館�

　
1
０
２
６
５（
２
２
）１
１
３
２�

　
Ｅ
メ
ー
ル�

　iccc01@
city.iida.nagano.jp�

���

　
下
水
道
が
使
用
可
能
に
な
っ

た
場
合
、
台
所
や
風
呂
か
ら
の

生
活
排
水
は
速
や
か
に
、
便
所

は
３
年
以
内
に
下
水
道
に
接
続

す
る
こ
と
が
法
律
上
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。�

　
下
水
道
が
使
用
で
き
る
場
所

で
は
、
下
水
道
へ
の
接
続
を
お

願
い
し
ま
す
。�

▼
排
水
工
事
は
指
定
工
事
店
へ�

　
下
水
道
へ
の
接
続
を
含
む
排   

　
水
設
備
工
事
は
、
市
が
指
定

　
す
る
「
下
水
道
排
水
設
備
指

　
定
工
事
店
」
で
な
け
れ
ば
行

　
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

　
す
。
工
事
は
こ
の
指
定
工
事

　
店
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。�

※
下
水
道
が
使
用
で
き
な
い
地

　
区
で
も
、
河
川
や
水
路
の
汚

　
濁
や
悪
臭
防
止
の
面
か
ら
、

　
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
を�

　
お
願
い
し
ま
す
。
補
助
制
度

　
や
排
水
設
備
工
事
資
金
の
貸

　
付
け
あ
っ
せ
ん
も
行
っ
て
い�

　
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ�

　
く
だ
さ
い
。�

▼
問
合
せ �

　
下
水
道
課
　
普
及
係�

　
内
線
５
２
９
１�

���

　
自
立
支
援
医
療（
精
神
通
院
）

患
者
票
・
受
給
者
証
や
精
神
保

健
福
祉
手
帳
に
は
有
効
期
間
が

あ
り
ま
す
。
有
効
期
間
が
い
つ�

終
了
す
る
の
か
確
認
を
お
願
い

し
ま
す
。�

　
更
新
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

有
効
期
限
の
３
カ
月
前
か
ら
、

り
ん
ご
庁
舎
福
祉
課
窓
口
で
更

新
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。�

※
更
新
に
必
要
な
書
類
な
ど
、

　
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。�

▼
問
合
せ�

　
福
祉
課
　
障
害
福
祉
係�

　
内
線
５
３
１
４�

�

�������

　
今
年
度
の
成
人
式
も
、
地
区

ま
た
は
中
学
校
単
位
を
基
本
と

し
、
よ
り
多
く
の
成
人
の
皆
さ

ん
に
参
加
い
た
だ
け
る
よ
う
、

「
成
人
の
日
」
前
日
の
日
曜
日

来
年
１
月
７
日
に
開
催
し
ま
す
。

※
南
信
濃
地
区
は
８
月
１５
日
c

　
で
す
。�

▼
対
象�

　
昭
和
６１
年
４
月
２
日
〜
６２
年

　
４
月
１
日
生
ま
れ
で
、
市
内

　
の
小
・
中
学
校
い
ず
れ
か
を

　
卒
業
し
た
方
と
現
在
市
内
在

　
住
の
方�

▼
成
人
式
実
行
委
員
募
集�

　
成
人
式
を
一
緒
に
作
り
上
げ

　
て
み
た
い
と
い
う
方
を
募
集

　
し
て
い
ま
す
。
２０
歳
の
記
念

　
に
、
思
い
出
に
残
る
活
動
を

　
し
て
み
ま
せ
ん
か
。�

※
成
人
式
の
詳
細
、
実
行
委
員

　
の
募
集
に
つ
い
て
、
詳
細
は

　
居
住（
出
身
）地
区
の
公
民
館

　
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　
い
。�

7
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環
境
に
関
す
る�

取
り
組
み
事
例�

介
護
保
険
負
担
限
度
額�

の
申
請
手
続
き�

親
子
で
自
然
を�

楽
し
む
会�

市役所議会棟第2委員会室

長野県知事選挙�
投票時間　午前7時～午後8時�
（上村・南信濃地区　午前7時～午後7時）�

竜丘公民館
上村自治振興センター
南信濃自治振興センター

期日前投票所

期間　 7月21日（金）～8月5日（土）�
時間　午前8時30分～午後8時�

投票日に仕事、冠婚葬祭、レジャーなどで投票
できない方は期日前投票をご利用ください

動物園の�
休園日�

■問合せ 動物園�
10265（22）0416

7月18日c◆24日b�
　　◆31日b    �
8月 7 日b◆14日b
◆21日b◆28日b

8月6日（日）は�

■問合せ　飯田市選挙管理委員会事務局�
　　　　　1 0265（22）4524

期間　 8月1日（火）～4日（金）�
時間　午前8時30分～午後5時�

（注）�

　
記
の
上
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、Ｅ
メ
ー
ル

　
な
ど
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。�

▼
問
合
せ�

　
環
境
課
　
環
境
政
策
係�

　
内
線
５
２
４
６�

　
Ｆ
Ａ
Ｘ�

　
０
２
６
５（
２
２
）４
６
７
３�

　
Ｅ
メ
ー
ル�

　ikankyou@
city.iida.nagano.jp�

���
　
介
護
保
険
施
設
に
入
所
・
入

院
す
る
場
合
（
短
期
入
所
を
含

む
）
に
は
、
所
得
に
応
じ
て
４

段
階
の
利
用
者
負
担
額
が
設
け�

ら
れ
て
い
ま
す
。�

　
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

の
方
は
、
申
請
に
よ
り
食
費
お

よ
び
居
住
費（
滞
在
費
）
が
減

額
と
な
り
ま
す
の
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。�

▼
税
制
改
正
の
影
響
に
よ
り
、

　
市
民
税
非
課
税
世
帯（
第
１

　
段
階
〜
第
３
段
階
）か
ら
課

　
税
世
帯（
第
４
段
階
）と
な
っ

　
た
方
の
負
担
軽
減
措
置�

○
２
段
階
以
上
負
担
段
階
が
上

　
が
る
方
は
、
申
請
に
よ
り
段

　
階
の
上
昇
を
１
段
階
ま
で
と

　
し
ま
す
。（
第
２
段
階
で
あ

　
っ
た
方
は
第
３
段
階
に
、
第

　
１
段
階
で
あ
っ
た
方
は
第
２

　
段
階
に
な
り
ま
す
）�

○
第
３
段
階
か
ら
第
４
段
階
に

　
１
段
階
上
が
る
方
は
申
請
に

　
よ
り
「
社
会
福
祉
法
人
等
利

　
用
者
負
担
減
額
制
度
　
」
に

　
よ
る
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が

　
で
き
ま
す
。�

※
申
請
方
法
な
ど
詳
細
は
お
問

　
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。�

　
社
会
福
祉
法
人
等
利
用
者
負

　
担
減
額
制
度
（
特
例
措
置
）�

　
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
、
食
費

　
お
よ
び
居
住
費（
滞
在
費
）の�

　
８
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。�

○
対
象�

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方�

・
年
間
収
入
が
単
身
世
帯�

　
１
９
０
万
円
、
世
帯
員
１
人

　
増
ご
と
に
５０
万
円
を
加
算
し

　
た
額
以
下�

・
預
貯
金
等
の
額
が
単
身
世
帯�

　
３
５
０
万
円
、
世
帯
員
１
人

　
増
ご
と
に
１
０
０
万
円
を
加

　
算
し
た
額
以
下�

・
日
常
生
活
に
用
い
る
資
産
以

　
外
に
活
用
で
き
る
資
産
が
な

　
い�

・
親
族
等
に
扶
養
さ
れ
て
い
な

　
い�

・
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い

　
な
い�

○
軽
減
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス�

・
訪
問
介
護�

　（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
）�

・
短
期
入
所
生
活
介
護�

　（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）�

・
通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）�

・
介
護
老
人
福
祉
施
設（
特
養
）�

※
社
会
福
祉
法
人
ま
た
は
市
町�

　
村
が
運
営
す
る
施
設
で
の�

　
サ
ー
ビ
ス
に
限
り
ま
す
。�

▼
問
合
せ�

　
介
護
高
齢
課
　
介
護
保
険
係�

　
内
線
５
３
９
１�

���

　
上
村
川
源
流
で
夏
休
み
の
思

い
出
を
つ
く
り
ま
せ
ん
か
。�

▼
日
時
　
７
月
３０
日
a
〜
８
月

　
６
日
a
の
毎
日�

　
午
前
１０
時
〜
午
後
３
時�

▼
場
所�

　
大
島
河
原
河
川
公
園
オ
ー
ト

　
キ
ャ
ン
プ
場
（
上
村
程
野
）�

▼
内
容�

　
ヤ
マ
メ
つ
か
み
取
り
、
遠
山  

　
ジ
ン
ギ
ス
の
バ
ー
べ
キ
ュ
ー
、

　
流
し
そ
う
め
ん
、
源
流
散
策

　（
自
由
参
加
）�

▼
参
加
費�

○
高
校
生
以
上  

２
、０
０
０
円�

○
小
・
中
学
生
　
　
５
０
０
円�

▼
定
員�

　
毎
日
３０
人
（
先
着
順
）�

▼
申
込
締
切�

　
参
加
希
望
日
の
３
日
前�

▼
申
込
・
問
合
せ�

　
上
村
自
治
振
興
セ
ン
タ
ー
　

　
総
務
係�

　
1
０
２
６
０（
３
６
）２
２
１
１�

���
　
市
内
の
個
人
や
団
体
、
事
業

所
な
ど
が
、
平
成
１７
年
度
中
に

行
っ
た
環
境
に
配
慮
し
た
取
り

組
み
を
募
集
し
ま
す
。�

　
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
取
り
組

み
は
、
内
容
を
確
認
し
、
環
境

レ
ポ
ー
ト
で
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。�

▼
募
集
期
間�

　
７
月
２０
日
e
〜
８
月
４
日
f�

▼
応
募
方
法�

　
個
人
、団
体
な
ど
の
名
称
、連

　
絡
先
、
取
り
組
み
内
容
を
明�

（注）�
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飯田市職員採用試験�

なし�

教養試験�
作文試験�
性格検査�

教養試験�
作文試験�
性格検査�

教養試験�
作文試験�
性格検査�

試験区分�

看護職�

1～2
人�

保健師免許取得者�
（来春までに免許取得
見込みの者を含む）�

昭和50年4月2日から
昭和60年4月1日まで
の出生者�

176,800円�

教養試験�
専門試験�
作文試験�
性格検査�

6/24G

採用予�
定人数�

受験資格（詳細は試験実施要綱参照）�

資格および免許� 年齢�

給与※�

初任給� 手当�

第1次�
試験方法�

第1次�
試験日�

※給与は平成18年４月１日現在の内容であり、採用までの間に変更となる場合があります。�

4.42月�
ほか�
手当�

採用予定�

看護職�

事務上級�

保健師�
昭和51年4月2日以降
の出生者�

20人�
程度�

5人�
程度�

4.42月�
ほか�
手当�

4.42月
ほか�
手当�

201,600円�
（大学卒）�

1～2
人�

看護師、助産師、保健
師のいずれかの免許
取得者�
（来春までに免許取得
見込みの者を含む）�

看護師、助産師、保健
師のいずれかの免許
取得者�

昭和51年4月2日以降
の出生者�

昭和48年4月2日以降
の出生者�

196,000円�
（3年制短大卒）�
201,600円�
（大学卒）�

�

平成19年�
4月1日�

�

平成18年�
10月1日�

（本庁・支所等）�勤務�

（病院等）�勤務�

（病院等）�勤務�

環
境
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー

新
規
入
居
者
�

税
務
職
員
（
Ⅲ
種
）
�

採
用
試
験
受
験
者
�

飯
田
市
職
員�

　
記
載
し
、
８０
円
切
手
を
貼
っ

　
た
長
形
３
号
封
筒�

▼
申
込
締
切�

　
６
月
１２
日
b�

※
郵
送
の
場
合
、
消
印
有
効�

�

▼
申
込
・
問
合
せ�

　
〒
３
９
５
―
８
５
０
１�

　
飯
田
市
大
久
保
町
２
５
３
４

　
飯
田
市
総
務
部
　
人
事
課
　

　
内
線
３
１
３
２�

�

���

　
新
し
く
事
業
を
展
開
す
る
方

を
支
援
す
る
た
め
の
施
設
で
あ

る
飯
田
市
環
境
技
術
開
発
セ
ン

タ
ー
（
桐
林
環
境
産
業
公
園
内
）

で
は
、
新
規
の
入
居
者
を
募
集

し
ま
す
。�

▼
対
象�

　
創
業
を
考
え
て
い
る
方�

▼
募
集
締
切�

　
６
月
２２
日
e�

▼
提
出
書
類�

○
使
用
許
可
申
請
書�

○
事
業
計
画
書�

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。�

▼
問
合
せ�

　
工
業
課�

　
1
０
２
６
５（
２
２
）５
６
４
４�

���

　
人
事
院
・
国
税
庁
で
は
、「
税

務
職
員
（
Ⅲ
種
）
採
用
試
験
（
高

校
卒
業
程
度
）」
の
受
験
者
を

募
集
し
て
い
ま
す
。�

　
税
務
の
仕
事
は
、
国
の
財
政

基
盤
を
支
え
、
国
民
生
活
の
安

定
・
向
上
と
社
会
福
祉
に
寄
与

す
る
も
の
で
す
。�

�������

　
平
成
１９
年
４
月
１
日
採
用
予

定
と
平
成
１８
年
１０
月
１
日
採
用

予
定
の
職
員
採
用
試
験
を
実
施

し
ま
す
。�

▼
試
験
内
容
　
下
表�

▼
試
験
実
施
要
綱
と
試
験
申
込

　
書
の
入
手
方
法�

○
市
役
所
人
事
課
、
市
役
所
各

　
支
所
・
自
治
振
興
セ
ン
タ
ー

　
窓
口
で
受
け
取
り�

○
郵
送
を
希
望
す
る
場
合�

　
１
２
０
円
切
手
を
貼
っ
た
返

　
信
用
封
筒
（
試
験
区
分
と
宛

　
先
明
記
、
角
形
２
号
）
を
同

　
封
し
人
事
課
へ
請
求�

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

　
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。�

▼
申
込
方
法�

　
次
の
書
類
を
月
〜
金
曜
日
（
祝

　
日
を
除
く
）
の
午
前
８
時
３０

　
分
〜
午
後
５
時
１５
分
の
間
に

　
人
事
課
ま
で
本
人
ま
た
は
代

　
理
者
が
持
参
。
郵
送
も
可
。�

○
試
験
申
込
書�

○
住
所
、
氏
名
、
試
験
区
分
を�

夏
休
み
は�

美
術
博
物
館
へ
行
こ
う�

■申込・問合せ　情報推進課　広報広聴係　1 0265（22）4511　内線2125

広告掲載欄�

1号につき4枠、黒1色刷り�

『広報いいだ』に広告を掲載しませんか
　広報いいだでは、10月 1日号から有料広告を掲載します。広報の印刷部数は36,000部で市内各世帯
に配布するほか、市内のコンビニ11店舗にも配布のご協力をいただいており、大きな宣伝効果が期待
できます。ぜひ、ご検討ください。�

◆ 掲載の位置�
　 毎月1日号の「市役所からのおしらせ」ページの最下欄�
　 ※15日号には掲載枠がありません。�

◆ 掲載の規格・掲載料�
　 1枠　タテ50mm×ヨコ180mm、1号につき４枠、黒１色刷り�
　 1枠あたり　36,000円�

◆ 掲載申請できる方�
　 主たる住所が飯田市内にあり、３年以上継続して事業を営んでいる個人
　 または法人で、市税の滞納がない方�

◆ 募集の時期�
　 1年を上半期（４月～９月）、下半期（10月～翌年３月）に分けて募集�

◆ 掲載までの流れ�
　 申請　広告掲載申請書に版下（広告の原稿）を添えて申請する。�
　　　  （より多くの広告を掲載するため、複数月の掲載申請はできません）�
　　　　 ※ デザイン会社等での版下作成費用は、申請者負担となります。�
　 審査　掲載の可否は、庁内の審査委員会で審査します。�
　 抽選　掲載枠を超えた場合は、抽選とします。�
　 決定　決定通知書をお送りします。�
　 入金　事前に広告掲載料を納入していただきます。�
　 掲載　広報に広告を掲載します。�

◆ 掲載できない広告�
　 政治・選挙・宗教・風俗・貸金業に関連する広告�
　 事実に反する表記を含む広告、内容が誇大である広告　など�

○ 募集期間�
　  7 月 20日e～�
　  8 月 10日e

○ 募集広告数　24枠�

10月～来年3月掲載分の募集�

���
▼
観
覧
料
無
料
期
間�

○
７
月
２２
日
g
〜
８
月
３１
日
e

　
は
、
小
・
中
学
生
無
料
　�

○
８
月
３
日
e
〜
６
日
a
（
人

　
形
劇
フ
ェ
ス
タ
期
間
中
）
は
、

　
ワ
ッ
ペ
ン
着
用
者
は
ど
な
た

　
で
も
無
料�

▼
第
１
回
美
博
ま
つ
り�

　
「
日
本
画
の
絵
具
」「
化
石
の

　
レ
プ
リ
カ
づ
く
り
」「
飯
田

　
城
た
ん
け
ん
」「
バ
ッ
ク�

　
ヤ
ー
ド
ツ
ア
ー
」
な
ど
イ
ベ  

　
ン
ト
い
っ
ぱ
い
。�

○
日
時
　
８
月
１２
日
g�

　
午
前
９
時
３０
分
〜
午
後
５
時�

※
図
録
な
ど
の
図
書
を
販
売
し

　
ま
す
。�

※
特
別
展
「
富
岡
鉄
斎
展
」
や

　
企
画
展
「
遠
山
大
地
変
と
埋

　
没
林
」
を
無
料
で
観
覧
で
き

　
ま
す
。
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
投

　
影
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
も
無

　
料
で
す
。（
投
影
開
始
午
前

　
１０
時
３０
分
、
午
後
１
時
３０
分
、

　
午
後
３
時
の
３
回
、
先
着�

　
１
２
０
人
）�

▼
夏
休
み
自
然
相
談
教
室�

　
夏
休
み
の
自
由
研
究
（
自
然

　
分
野
）
の
相
談
を
受
け
ま
す
。�

○
日
時
　
８
月
６
日
a
・
１３
日

　
a
・
２０
日
a�

　
午
前
１０
時
〜
午
後
３
時�

※
８
月
１３
日
a
は
化
石
ク
リ
ー

　
ニ
ン
グ
、
８
月
２０
日
a
は
化

　
石
レ
プ
リ
カ
づ
く
り
が
体
験

　
で
き
ま
す
。�

○
場
所�

　
美
術
博
物
館
科
学
工
作
室�

▼
親
子
で
ま
な
ぶ
天
文
教
室�

　「
宇
宙
を
の
ぞ
こ
う
」�

○
テ
ー
マ
　
流
れ
星
を
さ
ぐ
る�

○
日
時
　
８
月
２６
日
g�

　
午
後
３
時
〜
４
時
５０
分�

○
講
師
　
奥
村
茂
実
氏
、
平
澤

　
喜
代
重
氏
、
お
月
見
天
文
同

　
好
会
の
皆
さ
ん�

○
場
所�

　
美
術
博
物
館
科
学
工
作
室�

○
申
込
締
切�

　
８
月
２５
日
f�

▼
追
手
町
小
学
校
化
石
標
本
室

　
の
公
開�

○
日
時�

　
７
月
３０
日
a
、
８
月
６
日
a
・

　
１３
日
a
・
２０
日
a�

　
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時�

○
場
所�

　
追
手
町
小
学
校
化
石
標
本
室�

▼
申
込
・
問
合
せ�

　
美
術
博
物
館�

　
1
０
２
６
５（
２
２
）８
１
１
８�



［広報いいだ］2006.7.15��

7月の納税

納税には便利な口座振替を
ご利用ください�

税目�

納期�

固定資産税（2期）�
国民健康保険税(7月分)

7月31日(月)
　7月1日号10ページ中、7月の納税の記事
内容に誤りがありましたので、お詫びして
訂正させていただきます。�

誤� 正�

税目�

市県民税（2期）�

税目�

固定資産税（2期）�

広報いいだ7月1日号の訂正�

下
水
道
排
水
設
備
工
事�

責
任
技
術
者
試
験
受
験
者�

日
本
脳
炎
予
防
接
種�

刑
務
官�

道
の
日
フ
ェ
ス
タ�

　
平
谷�

in

福祉事務所�
福祉課・児童課・介護高齢課�

は�

りんご庁舎２階�

にあります。�

本町１丁目再開発ビル�

れ
や
す
い
環
境
に
あ
る
場
合
な

ど
、
日
本
脳
炎
に
感
染
す
る
お

そ
れ
が
高
く
、
本
人
ま
た
は
そ

の
保
護
者
が
希
望
す
る
場
合
は
、

医
師
か
ら
の
説
明
を
受
け
、
同

意
書
を
い
た
だ
く
こ
と
で
、
接

種
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て

い
ま
す
。�

　
接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

個
別
接
種
実
施
医
療
機
関
（
か

か
り
つ
け
医
）
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。�

　
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者

は
、
生
後
６
カ
月
〜
９０
カ
月
の

方
お
よ
び
満
９
歳
〜
１２
歳
の
方

で
す
。�

▼
問
合
せ�

　
保
健
課
　
健
康
推
進
係�

　
内
線
５
５
１
１�

���

　
８
月
は
「
道
路
ふ
れ
あ
い
月

間
」
で
す
。
８
月
１０
日
の
「
道

の
日
」
に
は
、
道
路
の
正
し
い

利
用
と
道
路
愛
護
な
ど
に
関
す

る
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
す
。�

▼
日
時�

　
８
月
１０
日
e�

　
午
前
１１
時
〜
午
後
４
時�

▼
場
所�

　
道
の
駅
信
州
平
谷�

▼
内
容�

　
道
路
に
関
す
る
パ
ネ
ル
展
、

　
道
路
愛
護
功
労
者
の
表
彰
、

　
南
信
州
地
域
の
特
産
品
即
売

　
な
ど�

▼
問
合
せ 

　
管
理
計
画
課�

　
内
線
２
７
４
５�

��

　�
����

　
人
事
院
・
法
務
省
で
は
、
刑

務
所
、
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所

に
勤
務
す
る
男
女
刑
務
官
を
募

集
し
て
い
ま
す
。�

▼
受
験
資
格�

　
昭
和
５２
年
４
月
２
日
〜
平
成

　
元
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た

　
方�

▼
試
験
日�

○
第
１
次
試
験�

　
９
月
１７
日
a�

○
第
２
次
試
験�

　
１０
月
１３
日
f
〜
１４
日
g�

※
試
験
地
の
詳
細
は
お
問
い
合

　
わ
せ
く
だ
さ
い
。�

▼
受
験
申
込
書
の
請
求
方
法�

　
８
月
１
日
c
ま
で
に
、１
４
０

　
円
切
手
を
同
封
し
請
求�

▼
問
合
せ�

　
〒
３
９
０
―
０
８
７
１�

　
松
本
市
桐
３
―
９
―
４�

　
松
本
少
年
刑
務
所
庶
務
課�

　
1
０
２
６
３（
３
２
）３
０
９
１�

���

▼
受
験
資
格�

　
満
２０
歳
以
上
で
次
の
い
ず
れ

　
か
に
該
当
す
る
方�

○
高
等
学
校
等
の
土
木
工
学
科

　
ま
た
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課

　
程
を
修
了
し
て
卒
業
し
た
方

　
で
、排
水
設
備
工
事
等
の
設

　
計
ま
た
は
施
工
に
関
し
、
受

　
験
申
込
日
に
お
い
て
１
年
以

　
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
方�

○
高
等
学
校
等
を
卒
業
し
た
方

　
で
、
排
水
設
備
工
事
等
の
設

　
計
ま
た
は
施
工
に
関
し
、
受

　
験
申
込
日
に
お
い
て
２
年
以

　
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
方�

○
排
水
設
備
工
事
等
の
設
計
ま

　
た
は
施
工
に
関
し
、
受
験
申

　
込
日
に
お
い
て
３
年
以
上
の

　
実
務
経
験
を
有
す
る
方
　�

▼
受
験
講
習�

○
日
時
　
９
月
２６
日
c�

　
午
後
０
時
３０
分
か
ら
受
付�

○
場
所�

　
長
野
県
伊
那
文
化
会
館�

○
受
講
手
数
料�

　
５
、０
０
０
円�

　
（
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）
　�

▼
責
任
技
術
者
試
験�

○
日
時
　
１０
月
１４
日
g�

　
午
後
０
時
５０
分
か
ら
受
付�

○
場
所�

　
信
州
大
学
農
学
部�

○
受
験
手
数
料�

　
５
、０
０
０
円�

▼
申
込
方
法�

　
下
水
道
課
に
用
意
し
て
あ
る

　
所
定
の
申
込
用
紙
に
記
入
の

　
上
、
下
水
道
課
に
提
出
し
て

　
く
だ
さ
い
。�

▼
申
込
期
間�

　
７
月
３１
日
b
〜
８
月
１１
日
f

　（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）�

▼
申
込
・
問
合
せ�

　
下
水
道
課
　
排
水
設
備
係
　

　
内
線
５
２
８
９�

�

���
　
日
本
脳
炎
予
防
接
種
に
つ
い

て
は
、
厚
生
労
働
省
の
勧
告
に

よ
り
、
昨
年
５
月
か
ら
積
極
的

勧
奨
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す

が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
問
い

合
わ
せ
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。�

　
こ
の
予
防
接
種
は
、
流
行
地

に
渡
航
す
る
場
合
や
蚊
に
刺
さ�



� 2006.7.15［広報いいだ］�

10265（22）4511

美
博
の
自
然
講
座�

交通事故発生状況�
（5月31日現在）�

件数・・・269件（＋15）�

死者・・・       ・・　0人（ー1）�

傷者・・・329人（＋3）�

（   ）内前年同期対比�

運転中�
　見逃さないで�
　　　　小さな手�

■問合せ　企画課　土地利用計画係　10265（22）4511　内線2252

　「第2次国土利用計画飯田市計画」（以下「飯田市計画」といいます）については、広報いいだ4月15
日号に素案の概要を掲載したところ、多くのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。それ
らのご意見をもとに内容を一部修正し、飯田市国土利用計画審議会の答申を受けた後、6月議会の議決を
経て定めましたのでお知らせします。�

（1）持続可能性の保持と環境負荷の低減�
（2）歴史に学び防災を重視した土地利用�
（3）自然環境、特に水と緑を保全し創出する土地利用�
（4）地域の自立した経済活動を支える土地利用�
（5）伝統・文化を継承し、保全する土地利用�
（6）農用地を確保し、適切に維持する土地利用�

飯田市全体及び各地域が持続可能な発展につながるよ
う、土地を計画的かつ有効に利用する�

　飯田市計画は８月１日に施行となります。
概要は、広報いいだ４月15日号に掲載して
おりますが、全文については、飯田市ホーム
ページ、市役所２階企画課、りんご庁舎市民
証明コーナー、各支所・自治振興センター、
公民館でご覧いただくことができます。�

「持続可能な地域構造への転換」�
「拠点連携型地域構造の推進」�

飯田市の総合的土地利用計画ホームページ�

計画の基本理念�

計画における重要事項�

計画における基本指針�

　飯田市計画の策定にあたり、市民の皆さんには、土地利用に
関する課題、将来の土地利用のあり方など、さまざまなご意見
をいただくとともに、地区懇談会等の開催について多大なる�
ご協力をいただき、誠にありがとうございました。�
　今後策定する各種土地利用の計画は、この飯田市計画に即し、
かつ、それぞれの計画が相互に調和した内容となるよう検討し
ていきます。平成18年度においても、地区懇談会、市民会議を
開催し、市民の皆さんとともに計画策定に取り組んでいきます
ので、引き続きご協力をお願いします。�

http://www.city.iida.nagano.jp/kikaku/�
tochikeikaku/

　第２次国土利用計画�
飯田市計画を定めました�

　第２次国土利用計画�

飯田市計画を定めました�
　第２次国土利用計画�

飯田市計画を定めました�

ホームページをご覧ください�
�

�������

▼
講
座
内
容�

○
不
思
議
な
草
木
の
世
界�

・
日
時
　
８
月
１０
日
e�

　
午
後
７
時
〜
９
時�

・
講
師
　
堤
久
氏�

　（
伊
那
谷
自
然
友
の
会
会
長
）�

○
遠
山
大
地
変
と
埋
没
林�

・
日
時
　
８
月
１７
日
e�

　
午
後
７
時
〜
９
時�

・
講
師
　�

　
美
術
博
物
館
村
松
武
学
芸
員�

▼
場
所�

　
美
術
博
物
館
科
学
工
作
室�

▼
資
料
代
　
１
０
０
円�

▼
申
込
・
問
合
せ�

　
美
術
博
物
館�

　
1
０
２
６
５（
２
２
）８
１
１
８�
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老人保健該当者、国民健康保険加入者の入院時減額制度について老人保健該当者、国民健康保険加入者の入院時減額制度について老人保健該当者、国民健康保険加入者の入院時減額制度について

■申請・問合せ　○老人保健について　　　保健課　医療給付係　10265（22）4511　内線5526�
　　　　　　　　○国民健康保険について　保健課　国保係　　　10265（22）4511　内線5523

国民健康保険加入者の入院時減額制度はこちら国民健康保険加入者の入院時減額制度はこちら

老人保健該当者の入院時減額制度はこちら老人保健該当者の入院時減額制度はこちら

　老人保健に該当する方や国民健康保険に加入している方が一定の要件を満たす場合に、入
院時の一部負担金や食事代を減額する制度があります。あらかじめ申請をし、入院するとき
に医療機関に「減額認定証」を提示してください。申請した月から減額になります。�
※今お持ちの減額認定証は7月末で有効期限が切れます。引き続き必要な方は8月中に再度
　申請してください。（有効期限の切れた減額認定証は各自で処分をお願いします）�

■減額要件�
　世帯内の国民健康保険加入者全員（擬主含む）が市民税非課税�
　（擬主：家族は国民健康保険に加入しているが、本人は国民健康保険に加入していない世帯主）��
■減額内容�

■減額要件�
　老人保健該当者の属する世帯内の全員が市民税非課税�
　��
■減額内容�

　申請をする方は、健康保険証（老人保健該当者は老人保健医療受給者証も）を持参し、市役所保健課、�
市役所各支所・自治振興センター、りんご庁舎市民証明コーナーで手続きをしてください。�

24,600円に減額�

40,200円�

15,000円に減額�

一部負担金上限額�
（１カ月）�

100円に減額�

90日以内　210円に減額
91日から　160円に減額�

260円�

食事代（１食）�

一般の老人保健該当者�
（下記以外の方）�

対　　象�

市民税非課税世帯�

市民税非課税世帯で�
・年金収入80万円以下等�
　または�
・老齢福祉年金受給者�

24,600円に減額�

なし�

なし�

15,000円に減額�

自己負担限度額�
（１カ月）�

100円に減額�

90日以内　210円に減額
91日から　160円に減額�

260円�

食事代（１食）�

一般の国民健康保険加入者�
（下記以外の方）�

対　　象�

世帯の国保加入者が�
市民税非課税�

世帯の国保加入者が�
市民税非課税�

世帯の国保加入者が�
市民税非課税で�
年金収入80万円以下等�

70歳�
未満の方�

70歳�
以上の方�

（老人保健
でない方）�

２割→１割の軽減申請、入院時減額認定証の申請２割→１割の軽減申請、入院時減額認定証の申請

区　　分�

一　　般�

低所得Ⅱ�

低所得Ⅰ�

区　　分�

一　　般�

低所得Ⅱ�

低所得Ⅰ�

※老年者（65歳以上）に係る住民税非課税措置の廃止による経過措置があります（7ページ下参照）�

※老年者（65歳以上）に係る住民税非課税措置の廃止による経過措置があります（7ページ下参照）�
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老人医療受給者老人医療受給者 国保高齢受給者国保高齢受給者

老人保健医療受給者証・国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ老人保健医療受給者証・国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ

　毎年8月に負担割合（1割・2割）の見直しを行います。8月からは、平成18年度の市民税課税所
得（平成17年分所得）に応じた負担割合になります。老人医療受給者または70歳以上の方で、課
税所得が145万円以上の方が1人でもいる世帯は2割となります。�
※10月からは、現在2割負担の方は3割負担に変更になります。そのため、7月末にお送りする受
　給者証には、「3割（平成18年9月30日までは2割）」と表示していますのでご注意ください。�

　2割と判定された世帯であっても、対象者などの収入により1割に軽減される場合があ
りますが、8月から、この軽減の基準が変わります。�
※1割に軽減されるためには、申請が必要です。�

○負担割合が変わる方、現在2割の方には、新し
い医療受給者証を7月末までに郵送します。�

　8月からは新しい医療受給者証を医療機関等に
お見せください。�
☆古い受給者証は回収します
○上記以外の方は、今までの医療受給者証をお使
いください。�

○対象となる方には、新しい高齢受給
者証を7月末までに郵送します。�
　8月からは新しい高齢受給者証を医
療機関等にお見せください。�

　（古い受給者証は各自で処分をお願
いします）�

老人医療受給者老人医療受給者 国保高齢受給者国保高齢受給者
世帯内の70歳以上の方と老人医療受給者の収入合計
額が下記の場合に、1割に軽減されます。�

老人医療受給者と70歳以上
の方が2人以上いる�

老人医療受給者が1人で、ほ
かに70歳以上の方がいない�

※収入は、経費を引く前のものです。�

負担割合の見直しを行います負担割合の見直しを行います

２割→１割への軽減基準が変わります２割→１割への軽減基準が変わります

税制改正に伴い、8月から2年間の経過措置です。�

○公的年金等控除の見直し・老年者控除の廃止によ
り一定以上所得者（２割）になった方で、次のいず
れかに該当する方の１カ月の医療費自己負担限度
額は「一般」になります。�
・課税所得145万円以上213万円未満�
・世帯収入が、高齢者複数世帯は520万円以上621万
円未満、単身世帯は383万円以上484万円未満�

○老年者（65歳以上）に係る住民税非課税措置の廃
止により、低所得世帯（1割）の世帯員の一部が課
税になったために「一般」になっても、非課税のま
まの方がいる場合は、その非課税の方については、
1カ月の医療費自己負担限度額・食事標準負担額は
「低所得Ⅱ」になります。�
※老齢福祉年金受給者は「低所得Ⅰ」になります。�

公的年金等控除の見直し・老年者控除の廃止などに伴う経過措置公的年金等控除の見直し・老年者控除の廃止などに伴う経過措置公的年金等控除の見直し・老年者控除の廃止などに伴う経過措置

世帯の状況� 世帯の状況�

区分�

軽減の基準�軽減の基準�

520万円未満�520万円未満�

383万円未満�383万円未満�

世帯内国保加入者の、70歳以上の方と老人医療受給
者の収入合計額が下記の場合に、1割に軽減されます。�

老人医療受給者または70歳
以上であって、国保被保険者
の方が2人以上いる�

老人医療受給者または70歳
以上であって、国保被保険者
の方が1人だけ�

※収入は、経費を引く前のものです。�

軽減の基準�軽減の基準�

520万円未満�520万円未満�

一定以上所得者� 40,200円�

12,000円�

8,000円�

8,000円�

72,300円�

40,200円�

24,600円�

15,000円�

外来�
（個人ごと）�

外来+入院�
（世帯ごと）�

一般�

低所得Ⅱ�

低所得Ⅰ�
市民税非課税世帯�

市民税非課税世帯で�
年金収入80万円以下など�

※１　医療費が361,500円を超えた場合、超えた分の1％を加算。
1年以内に4回以上の高額医療費の支給があった場合、�

　　　4回目から40,200円に減額します。�
※２　国保高齢受給者については、世帯の世帯主（擬制世帯含む）

および世帯の国保加入者全員を対象とします�

※1

※2

※2

老人医療受給者証、国保高齢受給者証で�
医療を受ける方の1カ月の自己負担限度額�

２
割�

１
割�

（7月までは621万円未満）� （7月までは621万円未満）�

（7月までは484万円未満）� （7月までは484万円未満）�
383万円未満�383万円未満�
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飯田市の人口（7/1現在）■人口＝107,656人（前月比－27）男51,627人／女56,029人  ■世帯＝37,397戸（前月比－1）�

市民の皆さんの�
ご意見ご相談をいつ
でもお受けします。�

市長の留守番電話�

場　所�相談名� 日　時� 問合せ�

教 育 相 談 �

行 政 相 談 �

結 婚 相 談 �

子 育て相 談 �

こころの相談日�

障害のある方�
または�

ご家族の相談�

かけこみ教育相談�

毎週月～金曜日�
９:００～１７:００�

８月８日（火）�
１３:００～１６:００�

７月２８日（金）�
８月１１日（金）�
１３:３０～１６:３０�

７月１６日（日）�
８月６日（日）�
１３:３０～１６:３０�
受付１５:００まで�

毎週月～金曜日�
９:００～１７:００�

毎週月～土曜日�
９:００～１７:４５�

（第１水曜日は１７：１５まで）�
さんとぴあ飯田�

教育委員会棟�
３ 階 �

りんご庁舎３階�

さんとぴあ飯田�
（福祉会館・東栄町）�
※本人の相談が原則�
写真１枚が必要�

飯田中央保育園
（地域子育て支
援センター）�

社会福祉協議会
1０２６５（５３）３１８０�

飯田中央保育園
1０２６５（２２）４１３３�

ハーネット・いいだ�
1０２６５（５６）４４７４�

庶務課�
内線  ２１１１�

家庭児童相談�
（電話でも可）� りんご庁舎２階�

市 役 所 �
保健センター�

保健課�
内線５５１５�
（予約制）�

子育て支援室�
内線５３０１�

毎週月～金曜日�
９：００～１７：００�

教 育 相 談 室 �
内線３５８１�

専用電話（FAX兼用）�
1０２６５（５３）８７３０�

消 費 者 相 談 �
毎週月～金曜日�
９:００～１７:００� りんご庁舎３階�

男女共同参画課
内線５３５２�

［広報いいだ］2006.7.15��

ほっとらいんＩＩＤＡ�
オフトーク通信
ほっとらいんＩＩＤＡ�

ラジオ

■広報いいだの風�
○飯田市からのお知らせ�
　  7：10～  7：30�
　12：10～12：30�
　17：10～17：30

■かざこし歳時記�
○飯田市企画番組�
　月曜日～金曜日�
　11：20～11：50

テレビ

チャンネル�

お知らせ�
　6：00　 12：15　 15：00　 19：30

お知らせ再送�
　6：15　 12：30　 15：15　 19：45

ＮＨＫニュース　7：00　11：50　14：55�
※市議会開会中は、議会中継をお送りします。�

いいだＦＭ放送再送　6：00～20：30

内容・時間�

■テレビ広報�
○飯田市の政策や行事などを紹介します。�

■市民だより�
○市からのお知らせをお届けします。�
　毎日　6：50　9：20　12：00　18：50　20：20　23：20

いいだＦＭ� 飯田ケーブルテレビ�

 8月21日～27日   　９：30～　18：00～　20：30～�

放送日　　　　　　　　 　 放送時間�

■問合せ　情報推進課　内線2124

※過去の放送を収録したビデオの貸し出しを行ってい�
　ます。お問い合わせください。�

●オフトークの故障は局番なしの113（NTT）�

「かざこし歳時記」8月番組表�
放送曜日�
�
�

月曜日�
�
�
�
�

火曜日�
�
�
�
�

水曜日�
�
�
�
�

木曜日�
�
�
�
�

金曜日�

番　組　名� 内　　　容�
いいだの旬�
公民館リレー�
ニュースイン119�
さわやか健康�
くらしと環境�
市役所情報�
ピックアップ飯田�
広報いいだの紹介�
市民の安全110番�
消費生活メモ�
保育園だより�
本の散歩道�
伊那谷の自然�
伊那谷の歴史�
ふれあい福祉�
小学校だより�
元気ママ�
サークル紹介�
大好き農業�
いきいきライフ�
中学校だより�
観光情報�

いいだ、文化の窓�
［文化会館・美博�
  図書館情報］�

第何週�
毎週�
1�
2�
3�
4�
毎週�
1�
2�
3�
4�
毎週�
1�
2�
3�
4�
毎週�
1�
2�
3�
4�
毎週�
1�
2�

4�
�

〜�

市議会本会議開会日（午前10時～終了
まで）は、議会中継を放映します。�

場　所�相談名� 日　時� 問合せ�

法 律 相 談 �
（現在係争中のものは除く）�

ボランティア相談�

悩みごと�

法律相談�

特 別 �

一 般 �

毎週月～金曜日�
９:００～１７:００�

７月１８日（火）�
１３：３０～１６：３０�
毎週火曜日�
１３:００～１６:００�
受付１５：００まで�
毎週月～金曜日�
９：００～１７:００�

毎週月～金曜日�
９：００～１７:００�

毎週月～金曜日�
９：００～１８:００�

毎週水曜日�
１３：００～１７:００�

毎週金曜日�
１３：００～１７:００�

毎週火・木曜日�
１３：００～１７:００�

８月１１日（金）�
１３：００～１７：００�

りんご庁舎２階�

りんご庁舎３階�

さんとぴあ飯田�

さんとぴあ飯田�

さんとぴあ飯田�

児童課�
内線５３４７�

社会福祉協議会�
1０２６５（５３）３１８０�

社会福祉協議会�
1０２６５（５３）３１８０

（予約制）�

社会福祉協議会�
1０２６５（５３）３１８０�

ポルトガル語�

中 国 語 �

男女共同参画課
内線５３５１�

外国人総合相談窓口
（市役所本庁舎１階）�

市民証明コーナー�
（りんご庁舎２階）�

男女共同参画課�
内線５３５１（予約制）�

女
性
の
た
め

の

相

談

� 心
配
ご
と
相
談�

外
国
語
相
談�

高齢者福祉相談� りんご庁舎２階� 介護高齢課�
内線５３８４�

相談は無料、秘密は厳守します。�各種相談所�

１週間の市内の話題を取材し紹介�
千代公民館の活動を紹介�
消防署と消防団による消防広報�
健康に関しての番組�
環境保全活動の紹介�
市役所各課からの広報�
月を振り返って、市の行事を取材し紹介�
「広報いいだ」１日号の紹介�
安全に関する情報広報�
消費生活に関する情報番組�
明星・高松・あすなろ・丸山・座光寺保育園の紹介�
本の読み聞かせ�
伊那谷の動植物、季節の変化などの紹介�
飯田下伊那の歴史の一幕にスポット�
ボランティア・催し物・行事など紹介�
座光寺・伊賀良・三穂・竜丘・丸山小学校の紹介�
伊賀良公民館のママさんグループを紹介�
羽場公民館のグループやサークルを紹介�
農業に関係した活動や、事業を紹介�
いきいきと暮らす高齢者などを紹介�
飯田東・竜東・上村・高陵中学校の紹介�
飯田の観光情報の紹介�
文化会館の事業の紹介�
美術博物館・考古博物館の催し物を紹介�
図書館の行事や話題の本などの紹介�


